
JP 5161036 B2 2013.3.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の大腿部に歩行補助力を加える歩行補助装置であって、
　使用者の腰部に装着され、使用者の腰部の背部から使用者の左右の腰側部に延在する略
Ｃ字形の腰部フレームと、
　前記腰部フレームが前記左右の腰側部に対応する部分に取り付けられた動力発生装置と
、
　前記動力発生装置の出力部に結合される基端と当該基端より捩られた形状をもって使用
者の大腿部の真前部のみに至る遊端を有する剛体製の大腿部フレームと、
　前記大腿部フレームの前記遊端に取り付けられ、当該遊端の高さ位置において使用者の
大腿部を一周するように大腿部に着脱可能に巻き付けられる軟質ベルトと、
を有する歩行補助装置。
【請求項２】
　前記軟質ベルトが前記大腿部フレームの前記遊端に対して使用者の矢状軸周りに回動可
能である請求項１に記載の歩行補助装置。
【請求項３】
　前記大腿部フレームの前記遊端が使用者の大腿部の真前部に対向する部分に、パッド部
材が取り付けられている請求項１または２に記載の歩行補助装置。
【請求項４】
　前記軟質ベルトと前記パッド部材の少なくとも何れか一方の表皮が、ナイロン、ポリエ
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ステル、ポリプロピレンの織布、合成皮革、本皮のいずれかにより構成されている請求項
３に記載の大腿部装具。
【請求項５】
　前記パッド部材が前記大腿部フレームの前記遊端に対して使用者の矢状軸周りに回動可
能である請求項３または４に記載の歩行補助装置。
【請求項６】
　前記大腿部フレームが高剛性の帯板をなし、かつその主面が前記基端側では前記大腿部
外側部に沿って延在し、前記遊端側では前記大腿部前部に沿って延在するように捩られた
形状を有する請求項１から５の何れか一項に記載の歩行補助装置。
【請求項７】
　前記軟質ベルトの少なくとも一部が弾性体により構成されている請求項１から６の何れ
か一項に記載の歩行補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歩行補助装置に関し、特に、使用者の大腿部に歩行補助力を加える歩行補助
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下肢部の筋力低下者のための歩行補助や歩行リハビリテーション等のために、使用者の
大腿部に歩行補助力を加える歩行補助装置が提案されている（例えば、特許文献１）。こ
の種の歩行補助装置は、使用者の腰部に装着されて使用者の腰部の背部から使用者の左右
の腰側部に延在する略Ｃ字形の腰部フレームと、前記腰部フレームが前記左右の腰側部に
対応する部分に取り付けられた動力発生装置と、前記動力発生装置が発生する大腿部運動
の補助力（歩行補助力）を大腿部に伝達する大腿部装具とを含む。
【０００３】
　歩行補助装置の大腿部装具としては、動力発生装置に駆動連結された補助力伝達アーム
部材（大腿部フレーム）の遊端側に設けられて大腿部の外側半周（外側広筋側）を覆う剛
体製の半筒状のものや（例えば、特許文献１）、動力発生装置に駆動連結された補助力伝
達アーム部材の遊端側にヨーク形状のステー部材が略水平姿勢で取り付けられ、大腿部前
側に位置するステー部材の一端部と大腿部後側に位置するステー部材の他端部の各々に硬
質サポート板によってパッド部材が取り付けられ、前後一対のパッド部材によって大腿部
を前後から挟むようにしたものや（例えば、特許文献２、３）、動力発生装置に駆動連結
された補助力伝達アーム部材の遊端側が二股に分岐し、大腿部前側に位置する二股分岐の
一方の先端部と大腿部後側に位置する二股分岐の他方の先端部に硬質サポート板によって
パッド部材が取り付けられ、前後一対のパッド部材によって大腿部を前後から挟むように
したもの（例えば、特許文献４）が知られている。
【特許文献１】特開２０００－１６６９９７号公報
【特許文献２】特開２００６－３２０３４９号公報
【特許文献３】特開２００６－３２０３５０号公報
【特許文献４】特開２００７－１５２０３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　大腿部の外側半周を覆う半筒状のものは、全体が硬質部材製であるため、フィッティン
グ性に欠け、装着状態での圧迫感、違和感があり、大腿部後側にも硬い部材が存在するた
め、大腿部装具を装着したまま着座すると、使用者に大きい違和感を与えることになる。
【０００５】
　前後一対のパッド部材によって大腿部を前後から挟むものは、大腿部との接触圧を分散
できず、使用者に与える圧迫感、違和感を少なくした歩行補助を行い難い。しかも、大腿
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部後側にも硬質サポート板が存在するため、大腿部装具を装着したまま、違和感なく着座
することができない。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、使用者の大腿部に歩行補助力を加える歩行補助装置
において、動力発生装置が発生する歩行補助力を使用者の大腿部に適切に与えることを確
保した上で、使用者に装着違和感、圧迫感を与えることを極力低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による歩行補助装置は、使用者の大腿部に歩行補助力を加える歩行補助装置であ
って、使用者の腰部に装着され、使用者の腰部の背部から使用者の左右の腰側部に延在す
る略Ｃ字形の腰部フレームと、前記腰部フレームが前記左右の腰側部に対応する部分に取
り付けられた動力発生装置と、前記動力発生装置の出力部に結合される基端と当該基端よ
り使用者の大腿部の真前部に至る遊端を有する剛体製の大腿部フレームと、前記大腿部フ
レームの前記遊端に取り付けられ、当該遊端の高さ位置において使用者の大腿部を一周す
るように大腿部に着脱可能に巻き付けられる軟質ベルトとを有する。
【０００８】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、前記軟質ベルトが前記大腿部フレームの前
記遊端に対して使用者の矢状軸周りに回動可能である。
【０００９】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、前記大腿部フレームの前記遊端が使用者の
大腿部の真前部に対向する部分に、パッド部材が取り付けられている。
【００１０】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、前記軟質ベルトと前記パッド部材の少なく
とも何れか一方の表皮が高滑性材料により構成されている。
【００１１】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、前記パッド部材が前記大腿部フレームの前
記遊端に対して使用者の矢状軸周りに回動可能である。
【００１２】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、前記大腿部フレームが高剛性の帯板をなし
、かつその主面が前記基端側では前記大腿部外側部に沿って延在し、前記遊端側では前記
大腿部前部に沿って延在するように捩られた形状を有する。
【００１３】
　本発明による歩行補助装置は、好ましくは、ベルトの少なくとも一部が弾性体により構
成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による歩行補助装置によれば、動力発生装置が発生する歩行補助力を使用者の左
右の大腿部に伝達する大腿部フレームの遊端が使用者の大腿部の真前部にあり、大腿部フ
レームの遊端が当該遊端の高さ位置において使用者の大腿部を一周するように大腿部に巻
き付けられる軟質ベルトによって大腿部に固定されるから、動力発生装置が発生する歩行
補助力が大腿部に対して身体の前後方向である矢状軸方向に的確に与えられるようになる
。
【００１５】
　軟質ベルトが使用者の大腿部を一周するように大腿部に巻き付けられているので、装具
（大腿部フレームと軟質ベルト）と大腿部との接触圧を分散でき、しかも、剛体製の大腿
部フレームが大腿部に当たるのは、大腿部後側の半腱様筋、大腿二頭筋に比して歩行時の
筋肉の動き（形状変化）が少ない大腿部の真前部にある大腿直筋だけで、大腿部後側の半
腱様筋、大腿二頭筋は、軟質ベルトによって取り囲まれるだけであるから、使用者に与え
る圧迫感、違和感を低減でき、大腿部後側には硬質部材が存在しないので、大腿部装具を
装着したまま、違和感なく着座することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明による歩行補助装置の一つの実施形態を、図１～図５を参照して説明す
る。
【００１７】
　本実施形態の歩行補助装置は、腹部ベルト２０によって使用者（ヒト）の腰部に着脱可
能に装着される腰部フレーム１０と、動力発生装置である左右の電動モータユニット１４
Ｌ、１４Ｒと、左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒと、左右の軟質ベルト５０Ｌ、５０
Ｒを含む。
【００１８】
　腰部フレーム１０は、炭素繊維強化樹脂等の硬質樹脂による成形品であり、使用者の腰
部の背部に位置する中央部１１から使用者の左右の腰側部（股関節部外側）に延在する左
右の延長部１２を有し、平面視で略Ｃ字形をしている。
【００１９】
　腰部フレーム１０の左右の延長部１２の先端には、各々、ヒンジ部１３によって左右の
電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒの固定部材側（モータハウジング)が吊り下げ式に取
り付けられている。腰部フレーム１０の中央部１１には、電動モータユニット１４Ｌ、１
４Ｒの電源（二次電池）やコントローラユニット等を収納する電気機器収納部１５が設け
られている。
【００２０】
　ヒンジ部１３は、略水平で、使用者の身体の前後水平方向、つまり矢状軸方向Ａ（図５
参照）に延在するヒンジ軸線を有する。これにより、左右の電動モータユニット１４Ｌ、
１４Ｒは、各々、腰側部（股関節部外側）に吊り下げ式に装着され、上述のヒンジ軸線を
中心として揺動可能である。これにより、腰側部に装着される電動モータユニット１４Ｌ
、１４Ｒが使用者の股関節の動きを拘束、阻害することがない。
【００２１】
　電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒは、各々、電動モータ（図示省略）を内蔵しており
、電気機器収納部１５より電力供給されると共に左右個別に通電制御され、大腿部運動の
補助力、換言すると、歩行補助のための補助力を発生する。
【００２２】
　電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒが腰側部に接する側には、スポンジ等のクッション
材を内蔵したパッド部材１６が取り付けられている。
【００２３】
　腹部ベルト２０は、左側ベルト部材２０Ｌ、右側ベルト部材２０Ｒとを個別に含む。左
側ベルト部材２０Ｌ、右側ベルト部材２０Ｒは、各々、一端を腰部フレーム１０の中央部
１１の左右両側にピン止めされたベルト留め具２１に通されて長さ調整ベルトバックル２
２によって長さ調整可能に係止されている。左側ベルト部材２０Ｌ、右側ベルト部材２０
Ｒの他端は、各々、腹部中央部に位置する締結分離可能なバックル２３に通されて折り返
し、これより腰部フレーム１０の左右の延長部１２にピン止めされたベルト留め具２４に
通されて長さ調整ベルトバックル２５によって長さ調整可能に係止されている。
【００２４】
　これにより、腹部ベルト２０は、Ｘ掛けの４点で腰部フレーム１０を支持し、腰部フレ
ーム１０を、使用者の腰に大きい負担を掛けることなく装備できるようになる。また、腹
部ベルト２０は、左右個別に長さ調整可能なベルトであるから、体格の異なる使用者や、
ベルト装着の好みにも、幅広くフィットできるようになる。
【００２５】
　左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒは、炭素繊維強化樹脂等の硬質樹脂による高剛性
の帯板の成形品であり、各々、左右の電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒの動力出力部１
７（図３参照）にトルク伝達関係で結合される基端部３１（図３、図４参照）と、基端部
３１より使用者の大腿部、本実施形態では大腿部下部の真前部に至る遊端部３２とを有す
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る。左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒは、基端部３１側では大腿部外側部に沿って延
在し、遊端部３２側では大腿部前部に沿って延在するように捩られた形状を有する。本実
施形態では、大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒは、水平投影面で見て９０度ないし９０度に
近い捩れ角をもって捩られた形状になっている。
【００２６】
　ここで、大腿部下部の真前部とは、膝部の少し上で、図５に示されているように、左右
の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２が対応する高さ位置での使用者の大腿部下
部の水平断面で見て、前額軸方向（左右方向）Ｂの中央部、つまり大腿部下部の水平断面
での前額軸方向幅Ｗの略１／２の位置である。前額軸方向幅Ｗは、個人差があるので、歩
行補助装置の使用者が成人であれば、標準的な体格の成人の寸法、あるいは使用者の体格
に合わせたものであってよく、これに合わせた寸法の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒが準
備されればよい。
【００２７】
　左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２には、枢軸３３によって前部パッド
部材３４が使用者の矢状軸周りに回動可能に取り付けられている。枢軸３３は、左右の大
腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２が対応する高さ位置における使用者の大腿部下
部の水平断面での前額軸方向幅Ｗの略１／２の位置に中心軸線を有して矢状軸方向に延在
する軸であり、前部パッド部材３４を自身の中心軸線周りに回動可能に支持している。
【００２８】
　前部パッド部材３４は、合成樹脂や金属板等、適度の硬度と弾性を有する材料により構
成された基板３５と、基板３５に取り付けられた三次元織物やスポンジ等によるクッショ
ン部材３６と、クッション部材３６を覆うように基板３５に取り付けられた皮革、ビニル
シート等による表皮３７とにより構成され、基板３５を枢軸３３によって直接支持されて
いる。
【００２９】
　左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２には、枢軸３３によって左右の軟質
ベルト５０Ｌ、５０Ｒが使用者の矢状軸周りに回動可能に取り付けられている。
【００３０】
　軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒは、大部分を織布、合成皮革、本皮等、可撓性をする材料に
より構成され、一部をゴムベルトのような弾性体５２によって構成され、各々、大腿部フ
レーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２の高さ位置において使用者の大腿部下部を一周するよ
うに大腿部下部に着脱可能に巻き付けられるものであり、締結分離可能、ベルト長さ調節
可能なバックル５１によって解放可能に締結されて閉じループ状をなしている。
【００３１】
　軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒは、バックル５１による締結に加えて、図３に示されている
ように、軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒに取り付けられた面ファスナ５４、５５によって二重
に連結される構造になっている。
【００３２】
　軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒが使用者の大腿部下部の後側に対応する部分には後部パッド
部材５３が取り付けられている。
【００３３】
　上述の実施形態による歩行補助装置によれば、電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒが発
生する歩行補助力を使用者の左右の大腿部に伝達する左右の大腿部フレーム３０Ｌ、３０
Ｒの遊端部３２が使用者の大腿部下部の真前部にあり、大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの
遊端部３２が、当該遊端部の高さ位置において使用者の大腿部下部を一周するように、大
腿部に巻き付けられる軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒによって大腿部下部に、前部パッド部材
３４を挟んで固定されるから、電動モータユニット１４Ｌ、１４Ｒが発生する歩行補助力
が大腿部下部に対して身体の前後方向である矢状軸方向の方向をもって、無駄なずれ動き
を生じることなく、的確に与えられるようになる。
【００３４】
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　大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの遊端部３２に、前部パッド部材３４が設けられている
ことにより、歩行補助力を使用者に与える際に、大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの硬質感
が緩和され、併せてフィッティング感が向上する。
【００３５】
　軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒが使用者の大腿部を一周するように大腿部下部に巻き付けら
れているので、大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒの前部パッド部材３４、軟質ベルト５０Ｌ
、５０Ｒと大腿部下部との接触圧を分散できる。しかも、剛体製の大腿部フレーム３０Ｌ
、３０Ｒが大腿部下部に当たるのは、大腿部後側の半腱様筋、大腿二頭筋に比して歩行時
の筋肉の形状変形（動き）が少ない大腿部の真前部にある大腿直筋だけで、大腿部後側の
半腱様筋、大腿二頭筋は、可撓性を有する軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒによって取り囲まれ
るだけであるから、使用者に与える圧迫感、違和感を低減できる。しかも、大腿部後側に
は硬質部材が存在しないので、大腿部装具（歩行補助装置）を装着したまま、違和感なく
着座することができる。つまり、大腿部後側部には硬質のフレーム、プレートがないので
、装具を装着したまま、違和感のない自然な着席が可能になる。
【００３６】
　軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒは、バックル５１によってベルト長さを調節できるので、ベ
ルト長さを自由に調節できる。これにより、適度の締付状態を容易に得ることができ、個
人の好み、体格等にも容易に対応できる。更に、軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒの一部がゴム
ベルトのような弾性体５２によって構成されていることにより、弾性体５２の反撥伸長の
もとに、軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒの大腿部下部に対するフィット感が増し、併せて大腿
部下部に対する歩行補助力の付与が、がた付きを含むことなく良好に行われるようになる
。
【００３７】
　また、前部パッド部材３４、後部パッド部材５３の表皮は、ナイロン、ポリエステル、
ポリプロピレン等の織布、合成皮革、本皮等の高滑性材料によって構成されていてよい。
【００３８】
　この場合には、使用者の動きと歩行補助装置の動きとに相違がある場合、使用者の動き
に対して大腿部フレーム３０Ｌ、３０Ｒ、軟質ベルト５０Ｌ、５０Ｒが低摩擦で適度にず
れ動き、使用者に与える違和感を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明による歩行補助装置の一つの実施形態の使用状態を示す前側斜視図である
。
【図２】本発明による歩行補助装置の一つの実施形態の使用状態を示す後側斜視図である
。
【図３】本実施形態による歩行補助装置の要部の側面図である。
【図４】本実施形態による歩行補助装置の大腿部フレームと展開状態での軟質ベルトを示
す斜視図である。
【図５】本実施形態による歩行補助装置を装着した使用者の大腿部下部の平面部である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　腰部フレーム
　１４Ｌ、１４Ｒ　電動モータユニット
　２０　腹部ベルト
　３０Ｌ、３０Ｒ　大腿部フレーム
　３１　基端部
　３２　遊端部
　３３　枢軸
　３４　前部パッド部材
　５０Ｌ、５０Ｒ　軟質ベルト
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　５２　弾性体
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